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藤 沢 市

ひとり親家庭のみなさまへ

～ひとり親家庭さぽーとブック～
ひとりで悩まないで～あなたを支援します



１　離婚の方法と流れ P2～3
２　離婚による取り決めとその後 P4～5
３　離婚に関する相談窓口 P4～5

４　未婚（非婚）でひとり親になる方へ

５　死別によりひとり親になられた方へ

６　経済的な支援制度【手当・医療費・住居・減免・貸付・養育費補助・学費・税金控除】 P8～13
７　生活に関する支援【資格取得・仲間づくり・家事育児支援・フードバンク】 P14～16
８　子どもに関する支援【保育等・一時預かり・その他】 P16～17
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ひとり親や子育てのための制度と目的別検索
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ひとり親での生活を検討されているみなさまへ

1

ひとり親家庭の支援について

相談窓口一覧、その他参考情報

未婚（非婚）でひとり親になる方へ(妊娠～出産）

死別によりひとり親になられた方へ

P18～20

年　　齢 0～２歳 ～6歳 ～12歳 ～15歳 ～18歳 18歳～

学　　校 小学校 中学校 高校 大学等 ページ

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

小児医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成

保育施設（保育園など）

一時預かり（特別保育）

病児・病後児保育

児童クラブ

ファミリー・サポート・センター事業

子育て短期支援事業

乳児等通園支援事業

幼児教育・保育の無償化 16

就学援助制度

高等学校等就学支援金

高校生等奨学給付金

日本学生支援機構

藤沢市給付型奨学金

ひとり親家庭等日常生活
支援事業
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離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和６年５月１７日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和８年４月１日に施行されました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、財
産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをす
ることも、単独親権の定めをすることも可能になりました。

改正の主なポイント

①親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、子どもを育てる責務と義務についてのルールが明確にさ

れました。

詳しい情報はこちらから

②親権に関するルールの見直し
ひとりだけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母２人ともが親権を持つ【共同親権】の選択が

できるようになりました。

詳しい情報はこちらから

③養育費の支払い確保に向けた変更
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、法定養育費の制度など、新たなルールの創設や見直しが

行われました。

詳しい情報はこちらから

④安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施や婚姻中別居時の親子交流、父母以外の親族との交流に関するルールが見直

されました。

詳しい情報はこちらから

さらに詳しく知りたい方はこちらから（法務省パンフレット）
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